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志摩市立小中学校タブレット端末環境構築業務委託及び 

志摩市立小中学校タブレット端末ソフトウェア更新・運用保守業務委託 

に係るプロポーザル方式審査要項 

 

1. 審査の対象者 

 本プロポーザル方式の審査対象となる事業者は、参加申込書及び提案書を提出した者（以

下、「参加者」とする。）に限る。 

 

2. 審査の方法 

(1) 志摩市が設置した「志摩市立小中学校タブレット端末環境構築業務委託及び志摩市立小

中学校タブレット端末ソフトウェア更新・運用保守業務委託プロポーザル方式選定委員

会」（以下「委員会」という。）が参加者の審査を行う。 

(2) 提案書及びヒアリングにより審査を実施する。 

(3) ヒアリング審査における評価項目、配点、評価基準は、別紙のとおりとする。 

(4) 審査は、委員会の各委員が、参加者ごとに、評価項目に対して評価点を付与する。 

(5) 各委員の評価点について、評価項目ごとに平均値を算出し（少数点第一位未満切捨）、各

評価項目の平均値を合算した総得点が最も高い者を受託候補者として決定する。 

ただし、前述により算出した得点が 50点以上であることを条件とする。 

(6) 総得点が同点の場合は、見積額の安価な参加者を受託候補者として決定する。見積額も

同額である場合は、委員長の決するところとする。 

(7) 参加者が 1者のみであった場合においても、審査を実施する。 

 

3. ヒアリング審査 

(1) 別紙の基準に基づき、ヒアリング審査を実施する。 

(2) 次のいずれかに該当する場合は、審査対象から除外する。 

① 見積書合計額が見積限度額を超えている場合 

② 提案書について、定められた提出方法、提出先及び期限に適合しない場合 

③ 提案書の提案内容に疑義がある場合 

④ 参加者が、審査関係者に対する不当な活動を行ったと認められる場合 

⑤ ヒアリング審査に遅刻又は欠席した場合 

(3) ヒアリング審査の概要は、以下のとおりとする。 

① 参加者からの提案書に関する概要説明は、20分以内とする。 

② 委員会から参加者へのヒアリングは、15分以内とする。 

③ 参加者の出席人数は、3人以内とする。 

④ 説明用の追加資料の提示及び配布は認めない。 

⑤ 事業者が判別又は推定できるものの会場内への持ち込み、及び言動をしないこと。 

(4) ヒアリングの詳細（会場、時間等）については、後日各参加者へ郵送で通知する。 

(5) 審査結果は、ヒアリングを受けたすべての参加者に通知する。 


